
引 越 し の 準 備 を し よ う ♪ 

  手続きの種類 届出先 手 続 き の 方 法 
ﾁｪｯ

ｸ 

住民移動転出届 現在の市役所  本人または世帯主が所定の用紙に記入。印鑑が必要   

国民年金 

国民健康保険 
〃  国民年金手帳、国民健康保険、印鑑が必要   

福祉関係（乳児医療、  本人又は家族が手続き。 

児童手当、老人医療等） 
〃 

 印鑑、転出証明が必要。 
  

印鑑登録 〃  本人又は代理人（委任状要）が手続き実印が必要   

不用品処分  市町村で手続きが異なるので、役所に早めに連絡。 

大型ゴミ 
〃 

 （有料の場合が多い） 
  

１
か
ら
２
週
間
前 

転校届 転入先の学校長  本人又は親が前校で揃えて貰った書類を提出   

水道料金の精算 現管轄の役所等  電話で連絡。集合建物の場合家主等の場合有り   

ガス料金の精算 現管轄の営業所  電話で連絡。後日係員が閉栓   

電気料金の精算 〃  電話で連絡。後日係員が閉栓   

新聞料金の精算 〃  配達人に伝えるか、電話で連絡   

電話の移転届 〃  電話で連絡（１１６）   

 本人が所定用紙に記入。銀行届印が必要 

３
か
ら
７
日
前 

金融機関届 銀行窓口 
 クレジット・保険会社は電話で連絡 

  

 

 

      公 共 機 関 一 覧     市外局番（０７２）  ( H21 年 1月現在）      

市 役 所 783-1234 JR 西日本伊丹駅 782-2053 

消 防 署 783-0123 阪急電鉄（株） 06-6421-7769 

伊丹警察署 771-0110 阪急バス（株） 778-0141 

水 道 局 783-1600 大阪空港総合案内所 06-6856-6781 

関西電力（株）阪神営業所 06-6481-3961 阪神運転更新センター 783-0110 

大  阪  ガ  ス 0120-7-94817 神戸地方裁判所伊丹支部 779-3071 

伊丹郵便局 772-3100 神戸地方法務局伊丹支局 779-3451 

保険センター 784-8034 いたみホール 778-8788 

市立伊丹病院 777-3773 伊丹スポーツセンター 783-5613 


